
 教室掲示：１～３年生  

令和５年９月２５日 

進路指導部 

広島県社会福祉協議会 

交通遺児就学奨励金（給付） 

の募集について 

（１）応募条件 

・父、母またはその両者を交通事故で失った者。 

・生徒を保護している父または母が、現在も婚姻し

ていない者。 

・生徒・保護者ともに広島県内に住所を有する。 

・経済的に困窮している者。  

（生活保護や就学援助を受けているなど。詳細は進路（木村）まで。） 

（２）支給金額 

・４万円を給付。（1回限り。） 

申請を希望する生徒は、１０月２７日(金)までに 

進路指導室 木村へ申し出ること。 


